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概要 

 障害者相談支援におけるキャリアラダーにおいて、相談支援専門員の入口となる人材育成を

担うのが初任者研修であり、障害者総合支援法に定められた資格研修である。 

 本研究では、相談支援従事者指導者養成研修や都道府県相談支援専門員協会、都道府県自立

支援協議会において議論されてきた従来の初任者研修の課題点を収集・整理し、質問紙調査や

フォーカスグループインタビューの基礎となるモデルカリキュラム案を作成した。 

 

 

１. 目的 

 障害福祉分野における相談支援においては、基礎研修として「障害者ケアマネジメント従事

者養成研修」が実施されてきた。この研修が、平成１８年の障害者自立支援法施行により、市

町村地域生活支援事業に規程される相談支援や指定障害者相談支援事業に配置される相談支援

専門員の資格研修としての初任者研修へとおおむねスライドする。この流れが、障害者総合支

援法後の相談支援事業にも引き継がれている。 

 人材育成方策についての議論がすすみ、制度や社会情勢も変わる中、現行の初任者研修につ

いては、企画立案を担う各都道府県担当者や中核となる相談支援専門員から、課題点が挙げら

れるようになった。 

 本研究では、人材育成体系や初任者研修のカリキュラムについて、① 現行カリキュラムの課

題・改善すべき点を整理すること、② 質問紙調査やフォーカスグループインタビューのベース

となる、①への改善策を盛り込んだモデルカリキュラムを作成することを目的とした。 

 

 

２. 人材育成体系とその中での初任者研修の位置づけ 

 初任者研修の内容について触れる前に、相談支援の人材育成全般について、整理を試みてお

きたい。 

 

2.1 障害者相談支援の人材育成体系検討の経過 

 障害福祉分野における相談支援従事者の人材育成方策については、法定研修のみでは不足で

あるという議論が複数の都道府県の法定研修企画の場や相談支援専門員協会等においてなされ、

国の相談支援従事者指導者養成研修（以下「国研修」という）内においても共有されてきた。 

 ここでいう不足は、以下の３点に整理できる。 

 ①カリキュラムの内容的不足 

  現行研修の時間数では取り扱うことができない内容がある。例：ソーシャルワークの基礎、

面接技法など。また、団体等からの要望としてもよくみられる、障害特性の理解についても

これに該当すると考えられる。 

 ②頻度的不足 



  知識の更新のみならず、価値や倫理についての振り返りやスキルの定着には反復が必要で

あるが、義務づけられた反復の機会は、現任研修（初任者研修の翌年度から５年間の間に１

度）のみである。 

 ③方法的不足 

  初任者研修・現任研修とも、現行は座学研修（いわゆる off-JT）であるが、職業教育とし

てはインターンシップ等の実践の場における見学・実習、実際に業務場面における指導・教

育（いわゆる OJT）が必要である。 

 

 法定研修以外にどのような off-JT、OJT による人材育成方策が必要なのかを考える際には、

単発の研修を企画実施のみならず、標準的な相談支援の定義や望まれる人材像、どのようにし

て相談支援従事者としての熟達化を図るかの過程、そこに到るために必要なキャリアラダー（ク

リニカルラダー）などが総合的に明示されることが重要なポイントとなる。ひいては、専門職

としてのキャリアパスについても検討する必要性があると考えられる。 

 つまり、障害者の相談支援について国が示しているものにケアガイドラインがあるが、同様

に、人材育成の観点からみたガイドラインが必要であるといえる。 

 平成２２年の埼玉県を皮切りに、各都道府県において、人材育成を総合的に検討するための

場が作られ、成果物が作成されはじめた。すなわち、都道府県自立支援協議会等に人材育成に

ついてを検討する場（例：人材育成部会）が設置されるようになったほか、都道府県自立支援

協議会や都道府県相談支援専門員協会による人材育成についての指針（「人材育成ビジョン」と

称されることが多い）が策定されるようになっている。 

 平成２８年時点においては、３５都道府県の都道府県協議会に人材育成について検討する場

が設けられており、１９都道府県において、何らかの形で人材育成に関するガイドラインを策

定している（平成２８年度国研修時における厚生労働省調べ）。 

 独自の指針をもつ政令指定都市等基礎自治体も存在するが、原則的には人材育成の指針が都

道府県単位で作成されている点にも留意しておくべきである。その背景は以下のとおりである。 

 他章で触れられているとおり、国として必須研修として位置づけているのは、障害者ケアマ

ネジメント従事者養成研修の時代からの流れを汲む初任者研修と障害者自立支援法において初

めて創設された現任研修であり、この２つの研修の実施主体は都道府県である（現在は障害者

総合支援法の都道府県地域生活支援事業に位置づけられている）。 

 そして、都道府県において中核となる相談支援専門員がこれらの法定研修の企画立案を担う

ために集う体制が作られ、その研修企画立案メンバーが都道府県相談支援専門員協会を立ち上

げスキルアップの取り組み等を実施する流れがスタンダードとなってきている。 

 また、国研修が平成２０年から従来の教える内容をモデル的に実施する研修（いわゆる伝達

研修）から、都道府県における研修の企画立案のための研修へと位置づけを変更したことも大

きな要因のひとつと考えられる。 

 これらから、都道府県が人材育成に果たす役割の重要性を再確認する必要があるとともに、

国と都道府県の役割についての整理が必要であることも示唆される。 

 

2.2 障害者相談支援のキャリアラダーと初任者研修の位置づけ 

 以下（図１）に、試案としての初任者研修の位置づけを示す。 



 この中で、初任者研修は、障害者相談支援の入口であると位置づけられ、この観点から、次

項に述べる獲得目標を設定した（図２）。 

 しかし、初任者研修のみで地域を基盤としたソーシャルワークに関する価値・倫理、知識、

スキルを包括的に習得することは不可能である。そのため、社会福祉士や精神保健福祉士養成

課程等によるソーシャルワークに関する基礎教育を受けていない者については特に、初任者研

修受講と前後にソーシャルワークに関する基礎的研修を受講する等の学びのナビケーションも

必要であると考えられる。また、初任者研修修了後も、OJT による学びの定着や、自己研鑽等

も現任研修以外に必要である。 

 

 

 

図１ 相談支援専門員の研修制度の見直しイメージ 

  



 
図２ 相談支援専門員に求められる力と想定される研修 



2.3 初任者研修の獲得目標 

 以上をふまえ、初任者研修の獲得目標については、以下の２点を置いた。 

 ① 障害児者の地域での本人主体の生活を支援し、そのために必要な地域環境をつくるソーシ

ャルワーカーとしての相談支援専門員の仕事の概要やその遂行に必要な知識、価値・倫理、ス

キルを理解する。 

 ② 障害者ケアマネジメント、サービス等利用計画作成に関する実務を理解し、一連の業務が

できるスキルを獲得する。 

 

 

３. 改訂カリキュラム案 

3.1 改訂カリキュラム案作成の視点 

 初任者研修は、ケアマネジメント従事者養成研修時から、20 年近くの時間をかけて練られた

経緯のある研修カリキュラムである。そのため、白紙からの作成ではなく、現行研修の課題点

を改善する視点で改訂を行った。 

 

3.2 現行初任者研修の課題と改善方法案 

 これまで述べてきたとおり、初任者研修については、各都道府県においてや国研修において、

課題点が挙げられ、共有されてきた。 

 以下に、平成２６年度〜平成２８年度の国研修の演習等での共有や、収集された課題や改善

にむけての取り組み例、埼玉県・神奈川県・愛知県・滋賀県での人材育成の検討内容などをも

とに課題点と改善案を整理する。 

 ここでは、視点を① カリキュラム上の課題、② 研修実施・運営上の課題と分けて下表のと

おり整理を行った。 

 改善方法案については、検討の段階で挙がったものを列記している。実現の可能性について

検討する必要がある内容もあり、実際のカリキュラム案に必ずしも全てが反映されているわけ

ではないことを留意されたい。 

 

 ① カリキュラム上の課題 
 

科目等 課題点 改善方法案 
研修全体 到達目標、構造がわかりづらい。 わかりやすく明示し、研修全体

のガイダンスを行う。 
用語や業務等の定義が必要 

講義と演習の連動性が薄い。 講義と演習の関係性明示ととも
に、それを実現できる教材・講
師用指導書の開発。 
※サービス管理責任者研修との
共通講義となっていることにつ
いても、実施上の検討が必要。 

障害の（特性）理解について取り扱う時間が
ない（少ない）。 

網羅的に取り扱うことは時間的
に不可能。→事前学習化や専門
コース別研修化 



他職種や他分野（例：高齢、児童、生活困窮、
保健等）についての知識を身につけたり、連
携について取り扱うことが必要。 

多職種連携については講義で取
り扱う。 
サービス管理責任者との連携に
ついては「ケアマネジメントの
実践」で取り扱う。 

講義全体（知識） 制度・施策について体系的に伝えるには時間
が足りない。 

網羅的に取り扱うことは時間的
に不可能。事前学習化。 

似た内容の講義になってしまう科目が多い
（ケアマネジメント概論、相談支援の基本姿
勢、障害児者の地域生活支援、総合支援法に
おける計画作成とサービス提供のプロセス
など） 

各科目で取り扱う内容の精査
（重複は最小限に）と講義での
取り扱いかたを示す、全国で共
通して活用される教材・講師用
指導書の開発。 

相談支援における権利 
侵害と権利擁護 

本人中心の支援などのアドボカシー活動に
ついて、演習も含め丁寧に取り扱うべき。 

ケアマネジメントの実践や演習
の中での取り扱いが必要（本人
の提出した実践例についてどう
取り扱うかについては検討課
題）。 

意思決定支援の内容を盛り込むべき。 
虐待防止法や成年後見制度などの制度をす
べて実践例も交えて扱うには時間が足りな
い。 

協議会の役割と活用 地域づくりについて、協議会に特化した内容
は、入口段階にある受講者像に馴染まない。 

協議会についても触れるが、地
域資源の活用や地域課題の抽出
など、個別支援の中から発生す
る地域づくりも丁寧に扱う。 

初級者向けに協議会の内容のみで３時間は
長すぎる。 

ケアマネジメントの実践 基本相談について触れる余裕がない。 時間数を増やし、基本相談を含
めた個別支援のプロセスを演習
する。（６時間→12 時間） 
小講義を挟む等、講義と演習の
連動性を工夫する。 

関係性の構築や面接技術等についても触れ
る余裕がない。 
時間が足りず、ケアマネジメントプロセスの
全体を丁寧に取り扱うことができない。 
モニタリングについてどのような演習を盛
り込めばよいか。 

未検討（今後の課題） 

演習に用いるケアマネジメントツールにつ
いて検討が必要。 

取り扱うモデル事例やツールに
ついても含めた教材、講師用指
導書の作成が必要。 モデル事例の選定方法等を明示し、都道府県

や研修毎のばらつきを低減すべき。 
演習Ⅰ 
演習Ⅱ 

提出課題の選定等について明確な指針を示
すべき。 

演習の方法についても、教材や
講師用指導書に含める。 
提出課題も必要だが、研修効果
を高めるため、モデル事例を併
用する。 

提出課題の演習内での取り扱いかたについ
て、明確な指針を示すべき 
演習事例として適当でない課題ばかりが提
出されるグループができ、演習の進行に支障
をきたす場合がある。 

 

 

 ② 研修実施・運営上の課題 
 

項目 課題点 改善方法案 
内容 カリキュラムは同一だが、都道府県によっ

て、実施内容に違いが出ている（工夫と捉え
られる範疇ならよいが、全く別ものに見える
研修内容ともとれる場合がある）。 

全国共通のより詳細な研修仕様
や教材、講師用指導書を準備。 

独自に研修日程を増やしたり、独自教材を作
成するなどの取り組みをしている都道府県
がある（好事例であるが、カリキュラム改変
時の都道府県の負担が重いと想定される）。 

 

受講対象者(像)と研修規
模 

受講しても実務に就かない者が多い。（受講
の動機づけが低い者も多く、その層が想定さ
れる） 

受講要件の検討 
効果測定（試験等）の実施 

課題学習の自らの実践例を提出できない受



講生がいる。 
演習のグループワークについて、グループの
構成人数や配置される演習講師の数にばら
つきがある。 

標準的な演習の実施方法を提示
する。 

講義の２日間については、サービス管理責任
者研修と共通となっているが、そのため受講
人数が研修効果が低くなるほど多くなって
いる。 

サービス管理責任者研修との共
通講義を廃止する。もしくは、
同一カリキュラムであっても、
研修としては別開催とする（サ
ービス管理責任者研修は、サー
ビス管理責任者の視点から講義
するなど）。 
また、共通講義は１日に短縮し、
より少人数編成の研修を志向す
るなどの案も。 

サービス管理責任者研修との共通の講義と
なっているが、視点が異なるため、同じ場で
の研修とすることに疑問がある（どちらかの
研修効果が希薄化する）。 
サービス管理責任者研修とは受講生像が異
なり（経験年数等）、同一の研修とすること
に違和感がある。 

演習講師 演習講師によって、グループワークの進め方
かたやおさえるべきポイントに違いがある。 

講師用指導書等の提示。 
講師研修の実施。 
都道府県単位での人材育成体制
の整備（行政と民間の協働）。 

研修効果に影響をおよぼすほど、演習講師の
力量に明確な差がある。 
演習講師の人数的確保に苦労する。 都道府県単位での人材育成体制

の整備（行政と民間の協働）。 
市町村との連携。 

企画立案段階を含め、研修講師の負担が重
く、地元自治体の理解が得られづらい。 

開講方法 大都市圏では、受講人数が多く、同一の研修
を何回も開催する必要があり、研修講師や財
政上の負担が大きい。 

 

島嶼部を含む地域や広面積等により、移動に
時間を要する地域を含む都道府県では、開催
場所や移動回数に苦慮している。 

 

 

 

3.3 改訂カリキュラム案の特徴 

 改訂カリキュラム案の特徴を以下に挙げる。 

 ① 研修時間数の拡大 

 現行カリキュラムでは、演習部分について、現行時間数での取り扱いが不可能な内容がある

ことから、２日間分時間数を拡大することとした。相談支援やケアマネジメントの基本的な流

れをモデル事例を通じて学ぶ「演習１（ケアマネジメントの実践）」を１日から２日に変更し、

提出課題である実践例を取り扱う「演習２（実践研究）」の時間を拡大した。 

 また、講義部分については、１日に短縮する案も検討されたが、本案では現状どおり２日間

とした。 

 

 ② 事前学習の導入 

 障害福祉の制度や障害特性などの基礎知識については、全てを初任者研修に盛り込むと、時

間数が大幅に増加する。①に挙げたとおり、それ以外の部分ですでに２日間分時間数を増やし

ており、これ以上の増加は現実的でないことから、指定教材の事前学習を課すカリキュラムと

した。 

 また、事前学習の実施確認や効果測定を行う必要から、自己評価票の提出により確認するこ

ととした。 

 



 ③ 講義部分の内容の精査と追加 

 現行カリキュラムの科目間の内容重複等の整理された課題を調整した講義科目に変更を行っ

た。 

 

 ④ 価値と倫理の取り扱いについて 

 従来も提示されていたところではあるが、本人中心やストレングスを活かした支援、意思決

定支援等の価値や倫理を含む内容について、講義でも取り扱うとともに、演習で取り扱うべき

必須要素として再整理を行った。 

 

 ⑤ 課題研究とインターバルの設定 

 選定した対象者についての相談支援の実践とそれをケアマネジメントツールにまとめる課題

研究について、従来通り必須課題として課すと同時に、再アセスメントとプラン作成・モニタ

リングを行うため、研修実施日に一定間隔をあけることとした。 

 

 ⑥ 標準的な教材の開発 

 都道府県や実施主体、担当講師などの違いによる学習環境デザインや教授法、取り扱う内容

等のばらつきを解消するため、標準的な教材を開発すると同時に、講師用指導書や使用するケ

アマネジメントツール例についても提示を行う。 

 

 

４. 課題 

 本カリキュラム案の作成にあたっては、現行研修を改善する視点から、本来あるべき姿を追

求した。その結果、受講生に対する要求水準が上がっているのと同時に、研修時間数の増加や

実施方法の明示など、予算面や講師の質・量の確保等、実質的に実施体制の強化を求める内容

となっている。全国的に実施体制に差がみられる中、本カリキュラムの実施にあたっては、そ

の実現を担保する体制整備が必要である。そのためには、都道府県行政と中核となる相談支援

専門員の協働とその協議の場、その相談支援専門員が勤務する地域の基礎自治体等の理解と協

力などがより一層求められる。 

 また、人材育成の観点からも市町村単位の相談支援体制整備の再検討が必要となる。例えば、

地域における初任者研修の課題指導の体制、ひいては OJT の実施についても含めた体制整備が

求められる。これらは、基幹相談支援センターや主任相談支援専門員の役割に関する検討とつ

ながる課題とも捉えられ、単に法定研修の指導者養成にとどまらない具体的なありかたの検討

が必要である。 

 そのほか、本研究としての課題としては、後章での調査の結果をふまえたカリキュラム見直

しを行う必要があり、さらに科目や事前学習、効果測定の方法などの内容について精緻化する

必要がある。また、その内容を実現する教材等ツールの開発が求められる。 

 


